
契
約
の
終
了
事
由
と
当
事
者
の
履
行
能
力

、」ノ

野
　
　
秀
　
　
誠

（23）契約の終了事由と当箏者の履行能力

は
じ
め
に

　
㈲
双
務
契
約
は
、
契
約
の
当
事
者
が
た
が
い
に
給
付
を
交
換
し

あ
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
給
付
の
交
換
の
実
現
に
は
、
当
事
者

の
主
観
的
・
客
観
的
な
給
付
能
力
が
前
提
と
な
る
。
一
方
の
当
事

者
だ
け
が
給
付
を
履
行
し
、
相
手
方
が
反
対
給
付
を
履
行
し
な
い

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
反
対
給
付
が
履
行
さ
れ
な

い
と
き
に
は
、
給
付
の
履
行
も
免
責
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

は
、
給
付
の
不
履
行
が
た
ん
に
当
事
者
の
能
力
を
理
由
と
す
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
客
観
的
な
不
能
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
、
反
対

給
付
の
義
務
も
消
滅
す
る
と
の
給
付
の
牽
連
関
係
（
五
三
六
条
一

項
）
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
給
付
障
害
の
形
態
は
多
様
で
あ
り
、
必
ず
し
も
客
観

的
不
能
に
限
ら
れ
な
い
。
筆
者
は
、
か
つ
て
当
事
者
の
一
身
的
事

由
に
も
と
づ
く
給
付
の
障
害
の
場
合
や
、
目
的
不
到
達
の
場
合
を

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
は
、
当
事
者
の
履
行
に
関
す
る
主

観
的
な
能
力
の
欠
如
が
、
契
約
関
係
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

る
か
を
整
理
・
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
検
討
の
方
法
は
種
々
あ
り
う
る
が
、
本
稿
は
民
法
典
の
規
定
を

出
発
点
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
民
法
典
は
、
継
続
的
な
双
務
契

約
に
お
い
て
、
一
定
の
事
由
が
当
然
に
解
約
事
曲
と
な
る
こ
と
を

　
　
　
（
2
）

定
め
て
い
る
（
賃
貸
借
に
関
す
る
六
二
一
条
、
雇
用
に
関
す
る
六

三
一
条
、
請
負
に
関
す
る
六
四
二
条
、
委
任
に
関
す
る
六
五
三
条

な
ど
）
。
ま
た
、
よ
り
一
般
的
な
規
定
と
し
て
は
、
代
理
権
の
消

滅
原
因
と
し
て
、
本
人
の
死
亡
、
代
理
人
の
死
亡
・
禁
治
産
・
準

禁
治
産
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
一
一
条
一
項
）
。

23
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同
様
の
問
題
は
、
「
不
安
の
抗
弁
」
に
お
い
て
も
、
取
り
あ
げ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
民
法
理
論
か
ら
離
れ

た
こ
の
よ
う
な
抗
弁
に
は
、
つ
ね
に
不
明
確
性
が
つ
き
ま
と
づ
て

い
る
。
本
稿
は
、
一
面
で
は
こ
の
抗
弁
を
、
伝
統
的
な
解
除
理
論

と
整
序
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
種
々
の
障
害
事

由
の
う
ち
、
破
産
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
破
産
法
五
九
条
の
解
釈

か
ら
、
民
法
の
規
定
の
意
義
を
ほ
ぼ
否
定
す
る
解
釈
が
主
張
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
傾
聴
に
あ
た
い
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る

が
、
破
産
手
続
の
安
定
的
遂
行
に
の
み
重
さ
を
お
き
、
解
除
権
成

立
の
事
由
の
多
元
性
を
排
し
た
解
釈
の
感
を
免
れ
な
い
。
本
稿
は
、

解
除
権
の
発
生
事
由
と
の
関
係
か
ら
も
、
よ
り
包
括
的
な
解
釈
を

す
る
た
め
の
試
論
で
あ
る
。

　
ω
民
法
典
の
諸
規
定
は
、
か
な
り
錯
綜
し
た
も
の
で
あ
り
、
継

続
的
な
契
約
関
係
に
お
い
て
統
一
的
な
理
論
が
あ
る
の
か
、
ま
た
、

そ
の
場
合
に
契
約
を
終
了
さ
せ
、
ま
た
は
解
除
さ
せ
る
事
由
に
統

一
的
な
基
準
が
あ
る
の
か
は
、
明
確
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
ま

ず
契
約
の
終
了
事
由
・
解
除
事
由
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か

を
、
債
権
者
側
の
事
由
と
債
務
者
側
の
事
由
に
分
け
て
検
討
し

（
二
）
、
つ
い
で
、
継
続
的
契
約
関
係
と
当
事
者
の
能
力
の
問
題
を

検
討
す
る
（
三
）
。

一
一
契
約
の
終
了
事
由
・
解
約
事
由

　
ω
賃
貸
借
　
㈲
賃
貸
借
に
お
い
て
は
、
債
権
者
・
賃
借
人
が
破

産
宣
告
を
う
け
た
場
合
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
賃

貸
借
に
期
問
の
定
め
が
あ
る
と
き
で
も
、
賃
貸
人
ま
た
は
破
産
管

財
人
は
、
六
一
七
条
の
規
定
（
解
約
申
入
の
期
間
）
に
よ
っ
て
解

約
の
申
入
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、

各
当
事
者
は
相
手
方
に
対
し
て
解
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠

　
　
　
　
　
」

償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
（
六
二
一
条
）
。

　
賃
貸
借
に
お
い
て
も
契
約
の
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
無
効
・
取

消
あ
る
い
は
解
約
の
事
由
な
く
し
て
、
一
方
当
事
者
が
一
方
的
に

破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
例
外
は
、
給
付
の
不

能
で
あ
り
、
賃
借
物
の
一
部
滅
失
に
さ
い
し
て
、
賃
借
人
が
滅
失

の
割
合
に
応
じ
て
賃
料
の
減
額
を
請
求
し
（
六
一
一
条
一
項
）
、

あ
る
い
は
残
存
す
る
部
分
だ
け
で
は
賃
借
人
が
賃
借
の
目
的
を
達

成
で
き
な
い
と
き
に
は
、
賃
借
人
に
契
約
の
解
約
権
が
認
め
ら
れ

る
（
さ
ら
に
、
特
殊
な
滅
額
請
求
権
、
解
約
権
と
し
て
、
六
〇
九

　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

条
、
六
一
〇
条
が
あ
る
）
。

　
し
か
し
、
債
権
者
で
あ
る
賃
借
人
の
破
産
の
場
合
に
は
、
賃
料

債
務
の
履
行
が
不
安
定
に
な
る
こ
と
か
ら
、
と
く
に
賃
貸
人
の
解

24
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（
4
）

約
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
不
動
産
賃
貸

借
に
つ
い
て
は
、
賃
借
人
が
破
産
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
に
よ
っ

て
借
家
権
や
借
地
権
を
失
う
こ
と
に
な
れ
ぱ
、
特
別
法
に
よ
り
賃

借
権
が
保
護
さ
れ
る
趣
旨
に
反
す
る
。
ま
た
、
賃
借
人
の
破
産
そ

れ
自
体
が
債
務
不
履
行
と
な
る
わ
け
で
も
な
く
、
信
頼
関
係
を
破

壌
す
る
も
の
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
破
産
宣
告
後
の
賃
料
請
求
権

が
財
団
債
権
と
し
て
保
護
さ
れ
る
（
破
産
四
七
条
八
号
）
こ
と
－
か

ら
す
る
と
、
そ
の
保
護
は
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

本
条
の
適
用
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
明
文
が
あ
る
以
上
解
釈
論
と

し
て
こ
れ
を
ま
っ
た
く
排
除
す
る
こ
と
に
も
困
難
が
あ
り
、
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

く
と
も
特
別
法
に
よ
る
制
限
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
ま
た
、
こ
の
場
合
に
は
、
賃
借
人
の
破
産
管
財
人
か
ら
も
解
約

が
で
き
る
。
同
人
に
賃
料
債
務
の
負
担
を
免
れ
さ
せ
る
必
要
を
考

慮
し
、
ま
た
財
産
中
に
賃
借
権
が
あ
っ
て
も
も
は
や
十
分
な
利
用

を
な
し
が
た
い
こ
と
を
理
由
す
る
が
、
営
業
用
の
不
動
産
の
賃
貸

借
で
は
と
も
か
↑
、
生
活
用
の
不
動
産
の
賃
貸
借
に
は
疑
問
の
よ

　
　
（
6
）

ち
が
あ
る
。

　
ω
こ
れ
に
反
し
て
、
賃
貸
人
・
債
務
者
に
対
す
る
破
産
宣
告
の

効
力
に
つ
い
て
は
規
定
が
左
い
。
し
か
し
、
破
産
法
五
九
条
の
適

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

用
の
可
能
性
が
あ
る
。
か
つ
て
の
有
力
説
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
が
、

特
別
法
の
保
護
の
あ
る
不
動
産
賃
貸
借
に
は
否
定
す
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
の
適
用
を
認
め
れ
ば
、
賃
借
人
は
、
賃
貸
人
の
破
産
と

い
う
自
分
に
関
係
の
な
い
事
由
に
よ
っ
て
賃
倦
権
を
消
滅
さ
せ
ら

れ
、
特
別
法
に
よ
る
賃
借
人
保
護
の
趣
旨
が
没
却
さ
れ
、
賃
借
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
破
産
の
場
合
以
上
に
、
賃
借
人
に
不
利
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
賃
料
支
払
債
務
と
は
異
な
り
、
物
を
貸
す
債
務
に
つ
い
て
は
、

破
産
し
て
も
履
行
が
不
能
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
賃
貸
人
は
解
約

で
き
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
賃
貸
人
に
は
賃
料
の
請
求

権
が
あ
り
、
そ
れ
が
自
分
の
破
産
に
よ
っ
て
突
如
と
し
て
解
約
権

に
ま
で
拡
大
す
る
の
は
、
不
当
な
こ
と
で
あ
る
。

　
ω
　
雇
用
　
㈲
雇
用
に
つ
い
て
も
、
民
法
上
類
似
の
規
定
が
あ

る
。
債
権
者
・
使
用
者
が
破
産
の
宣
告
を
う
け
た
と
き
に
は
、
雇

用
に
期
間
の
定
め
が
あ
る
場
合
で
も
、
労
務
者
ま
た
は
破
産
管
財

人
は
、
六
二
七
条
の
規
定
（
解
約
申
入
の
期
間
）
に
よ
う
て
解
約

の
申
入
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
各
当
事
者
は
相
手
方
に
対

し
て
解
約
に
よ
ウ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
（
六
＝
二
条
）
。
使
用
者
の
破
産
に
よ
っ
て
賃
金
の
支
払

債
務
の
履
行
が
不
安
定
に
な
る
こ
と
か
ら
、
と
く
に
労
務
者
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

約
権
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
場
合
に
は
、
使
用
者
の
破
産
管
財
人
か
ら
も
解
約

妬
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が
で
き
る
が
、
破
産
に
よ
っ
て
運
営
が
不
能
に
な
う
た
企
業
に
つ

い
て
、
賃
金
債
務
の
負
担
を
免
れ
さ
せ
る
必
要
か
ら
生
じ
た
も
の

で
あ
る
。
破
産
管
財
人
の
す
る
解
約
の
申
入
に
つ
い
て
は
、
六
二

七
条
の
ほ
か
労
働
基
準
法
二
〇
条
（
三
〇
日
前
の
解
雇
予
告
）
の

適
用
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
も
、
期
間
の
定
め
が
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
約
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
損
害
の
賠
償
は
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

き
な
い
こ
と
に
な
る
が
（
六
一
三
条
二
項
）
、
問
題
が
あ
る
。

　
㈹
こ
れ
に
反
し
て
、
労
務
者
・
債
務
者
の
破
産
宣
告
の
効
力
に

つ
い
て
は
規
定
が
な
い
。
賃
金
支
払
債
務
と
は
異
な
り
、
労
務
給

付
債
務
に
つ
い
て
は
、
破
産
し
て
も
履
行
が
不
能
に
な
る
こ
と
は

な
く
、
使
用
者
の
解
約
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
こ
で
も
、
賃
貸
借
の
場
合
と
同
様
に
、
破
産
法
五
九
条
の
適

用
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
被
用
者
の
破
産
は
、
単
純
な
労

務
の
給
付
を
請
求
す
る
に
す
ぎ
な
い
使
用
者
に
と
ウ
て
は
不
利
に

な
る
事
由
で
は
な
く
、
他
方
、
破
産
し
た
労
務
者
に
と
っ
て
は
、

賃
金
の
支
払
が
生
活
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

明
文
規
定
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
六
二
八
条
と
の
均
衡
上
、
後
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
よ
う
に
（
三
参
照
）
、
そ
の
適
用
は
問
題
と
な
ら
な
い
。

　
㈹
請
負
　
㈲
請
負
に
つ
い
て
も
、
類
似
の
規
定
が
あ
る
。
債
権

者
・
注
文
者
が
破
産
の
宣
告
を
う
け
た
場
合
に
は
、
請
負
人
ま
た

は
破
産
管
財
人
は
、
契
約
の
解
約
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
請
負
人
は
す
で
に
し
た
仕
事
の
報
酬
お
よ
ぴ
そ

の
報
酬
に
包
含
さ
れ
な
い
費
用
に
つ
き
財
団
の
配
当
に
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
六
四
二
条
一
項
）
。
ま
た
、
各
当
事
者
は
相
手

方
に
対
し
て
解
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
講
求
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
（
同
条
二
項
）
。

　
請
負
に
お
い
て
も
、
注
文
者
が
破
産
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
契

約
が
当
然
に
終
了
す
る
べ
き
理
由
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
請
負

人
は
仕
事
を
完
成
す
る
義
務
を
免
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

注
文
者
の
破
産
に
よ
っ
て
請
負
報
酬
の
履
行
を
う
け
る
こ
と
が
不

確
実
に
な
る
請
負
人
に
、
ひ
き
つ
づ
き
義
務
を
負
担
さ
せ
て
お
く

こ
と
は
不
必
要
で
あ
り
、
ま
た
不
公
平
で
も
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

契
約
か
ら
の
拘
東
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
そ
の
場
合

の
既
履
行
の
給
付
に
対
す
る
報
酬
請
求
権
の
存
在
を
明
ら
か
に
し

　
　
　
　
（
”
）

た
も
の
で
あ
る
。
請
負
で
は
、
報
酬
の
支
払
が
後
払
と
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
（
六
三
三
条
）
こ
と
の
例
外
を
も
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
反
面
、
賃
貸
借
や
雇
用
の
場
合
と
は
異
な
り
、
解
約
の
た
め
の

告
知
期
間
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　
ま
た
、
注
文
者
の
破
産
管
財
人
か
ら
の
解
約
が
認
め
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
、
破
産
し
た
注
文
者
に
と
っ
て
不
必
要
に
な
る
で

26
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あ
ろ
う
仕
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
債
務
か
ら
の
負
担
を
免
れ
さ
せ
る

必
要
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
、

相
手
方
は
、
解
約
に
よ
づ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
（
六
四
二
条
二
項
）
。
賃
貸
借
や
雇
用
と
同
様
の

規
定
で
あ
る
が
、
そ
の
合
理
性
に
は
や
は
り
疑
問
が
あ
る
、
請
負

人
が
解
約
し
た
場
合
に
は
、
破
産
者
た
る
注
文
者
あ
る
い
は
そ
の

側
の
破
産
管
財
人
が
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
は
、
解
約

が
破
産
と
い
う
注
文
者
の
側
の
責
に
帰
す
べ
き
事
曲
か
ら
生
じ
た

こ
と
か
ら
当
然
と
し
て
も
、
注
文
者
の
側
に
た
つ
破
産
管
財
人
が

解
約
し
て
、
請
負
人
が
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
な
い
の
は
理
由
が

　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

乏
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ω
こ
れ
に
反
し
て
、
請
負
人
・
債
務
者
の
破
産
宣
告
に
つ
い
て

は
規
定
が
な
い
。
請
負
人
に
つ
い
て
も
、
破
産
に
よ
っ
て
仕
事
の

継
続
が
可
能
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
と
く
に
労
務
の
給
付
を
主

体
と
す
る
場
合
に
は
、
履
行
が
不
能
に
な
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

場
合
に
は
、
注
文
者
が
解
約
で
き
る
と
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
破
産
法
五
九
条
の
適
用
が
問
題
と
な
る
、
従

来
の
多
数
説
は
、
請
負
人
が
未
完
成
の
仕
事
を
実
行
す
る
こ
と
、

一
労
務
に
従
事
す
る
こ
と
自
体
は
破
産
財
団
の
管
理
ま
た
は
処
分
に

属
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
請
負
契
約
そ
の
も
の
は
存
続
し
う

　
　
（
1
5
）

る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
近
時
の
見
解
は
、
会
社
の
再
建
の
た
め

に
債
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
必
要
性
か
ら
、
そ
の
適
用
を
肯

　
（
m
）

定
す
る
。
ま
た
、
破
産
法
六
四
条
で
は
、
破
産
管
財
人
は
、
必
要

な
材
料
を
供
し
て
、
破
産
者
（
請
負
人
）
に
そ
の
仕
事
を
な
さ
し

め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
仕
事
が
破
産
者
が
自
分
で
す
る
必
要
の

な
い
も
の
で
あ
る
と
き
に
は
、
第
三
者
に
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る

（
同
条
一
項
）
。
請
負
の
報
酬
は
、
破
産
財
団
に
属
す
る
（
同
条
二

項
）
。
債
務
者
破
産
の
場
合
の
、
履
行
可
能
性
を
も
維
持
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
ω
委
任
　
㈲
委
任
に
つ
い
て
は
、
状
況
が
異
な
る
。
民
法
に
よ

れ
ば
、
委
任
は
、
債
権
者
・
委
任
者
ま
た
は
受
任
者
の
死
亡
ま
た

は
破
産
に
よ
っ
て
終
了
す
る
（
六
五
三
条
前
段
）
。
こ
の
場
合
に

は
、
た
ん
に
解
約
権
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
契
約
が
当
然

に
終
了
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
契
約
の
終
了
事

由
に
も
、
破
産
だ
け
で
は
な
く
、
死
亡
も
含
ま
れ
る
。
後
者
は
、

委
任
が
人
的
な
信
頼
関
係
か
ら
生
じ
る
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
で

（
H
）

あ
り
、
す
な
わ
ち
、
委
任
契
約
の
終
了
事
由
は
た
ん
に
対
価
請
求

権
の
履
行
確
保
だ
け
を
理
由
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
た
ん
に
、
報
酬
を
支
払
う
ぺ
き
委
任
者
の
破
産
だ

け
で
は
な
く
、
受
任
者
の
破
産
に
よ
づ
て
も
（
そ
れ
に
よ
っ
て
委

27



一橋論叢第112巻第1号平成6年（1994年）7月号（28）

任
事
務
の
遂
行
は
必
ず
し
も
不
能
に
は
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
）
、
終
了
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
死
亡
は
一
般
的
に
契
約
の
終
了
原
因
と
さ
れ
て
い
る
が
、

受
任
者
に
対
す
る
信
頼
関
係
あ
る
い
は
能
力
か
ら
、
そ
の
死
亡
が

委
任
の
終
了
原
因
に
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
委
任
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

の
死
亡
に
は
、
必
ず
し
も
終
了
原
因
と
な
る
必
然
性
は
な
い
。
も

っ
と
も
、
本
条
は
強
行
法
規
で
は
な
く
、
当
事
者
の
特
約
に
よ
っ

て
変
更
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
委
任
事
務
の
性
質
に
よ
っ
て
契
約
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

終
了
し
な
い
ほ
う
が
妥
当
な
場
合
も
あ
る
、
と
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
受
任
者
が
禁
治
産
宣
告
を
う
け
た
と
き
に
も
、
契
約

は
終
了
す
る
（
六
五
三
条
後
段
）
。
こ
れ
は
、
法
律
行
為
の
処
理

を
目
的
と
す
る
と
の
委
任
の
性
質
上
、
生
じ
る
効
果
で
あ
る
。
自

分
（
受
任
者
）
の
法
律
行
為
も
遂
行
で
き
な
い
者
は
、
他
人
（
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

任
者
）
の
法
律
行
為
を
も
遂
行
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
破
産
に
よ
っ
て
委
任
は
終
了
す
る
が
、
こ
れ
は
、
委
任
者
の
破

産
の
場
合
に
は
、
破
産
に
よ
っ
て
財
団
の
管
理
・
処
分
権
を
失
い

破
産
管
財
人
の
管
理
・
処
分
の
も
と
に
お
か
れ
る
か
ら
（
破
産
七

条
）
、
財
産
に
関
す
る
委
任
で
は
当
然
の
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

受
任
者
の
破
産
の
場
合
に
は
、
破
産
し
て
も
他
人
の
事
務
の
処
理

を
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
ら
、
特
約
に
よ
っ
て
委
任
が
終
了
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

い
と
す
る
こ
と
は
有
効
と
さ
れ
る
。

　
賃
貸
借
、
雇
用
、
請
負
の
規
定
（
六
二
一
条
、
六
三
一
条
、
六

四
二
条
）
と
異
な
り
、
委
任
の
六
五
三
条
の
規
定
で
は
、
解
約
に

と
も
な
っ
て
生
じ
た
損
害
の
暗
償
の
請
求
を
禁
じ
る
規
定
が
欠
け

て
い
る
（
後
述
三
㈹
参
照
）
。

　
㈹
こ
れ
に
反
し
て
、
委
任
者
の
禁
治
産
宣
告
に
つ
い
て
は
、
規

　
　
（
η
）

定
は
な
い
。
こ
れ
は
、
委
任
者
が
禁
治
産
宣
告
を
う
け
た
場
合
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

は
、
い
っ
そ
う
受
任
者
の
必
要
が
生
じ
る
た
め
で
あ
る
。

　
㈹
ま
た
、
委
任
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
代
理
に
関
連
し
て
、

民
法
総
則
に
も
若
干
の
規
定
が
あ
る
。
委
任
と
代
理
は
別
個
の
も

の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
同
一
に
な
る
必
要
は
な
い
が
、
総
則

の
規
定
に
よ
る
と
、
代
理
権
消
滅
の
事
由
と
し
て
、
本
人
に
つ
い

て
は
、
そ
の
死
亡
（
一
二
条
一
項
一
号
）
だ
け
が
あ
げ
ら
れ
て

（
加
）

い
る
。
委
任
の
場
合
に
は
、
委
任
者
（
本
人
）
の
死
亡
、
破
産
が

契
約
の
終
了
原
因
と
さ
れ
る
（
六
五
三
条
・
前
述
）
。
破
産
で
は

必
ず
し
も
代
理
権
は
消
滅
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
身
分

関
係
を
も
処
理
す
る
無
能
力
者
の
法
定
代
理
を
も
念
頭
に
お
い
た

　
　
　
　
（
脆
）

た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
人
の
禁
治
産
宣
告
に
つ
い
て
も
規
定

が
な
い
が
、
委
任
者
に
つ
い
て
規
定
が
な
い
こ
と
と
一
致
す
る
。

　
他
方
、
代
理
権
消
滅
の
事
曲
と
し
て
、
代
理
人
の
死
亡
、
禁
治
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産
ま
た
は
破
産
（
二
一
条
一
項
二
号
）
が
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

委
任
で
も
受
任
者
（
代
理
人
）
の
死
亡
、
破
産
、
禁
治
産
は
契
約

の
終
了
原
因
で
あ
り
（
六
五
三
条
・
前
述
）
、
代
理
権
の
消
滅
原

　
　
　
　
　
　
（
珊
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

因
と
一
致
し
て
い
る
。

　
⑤
そ
の
他
㈲
さ
ら
に
、
詳
細
に
は
立
ち
い
り
え
な
い
が
、
消

費
貸
借
の
予
約
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
一
方
当
事
者
が
破
産
宣

告
を
う
け
た
と
き
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
と
の
規
定
が
あ
る

（
五
八
九
条
）
。
契
約
の
一
般
理
論
に
よ
れ
ぱ
、
い
ウ
た
ん
契
約
を

し
た
う
え
は
、
当
事
者
の
一
方
が
破
産
し
て
も
そ
の
効
力
は
有
効

と
す
る
べ
き
で
あ
る
が
、
相
手
方
に
と
っ
て
非
常
に
不
利
で
あ
り

（
と
く
に
借
主
の
破
産
の
場
合
に
貸
主
が
金
銭
を
交
付
す
る
べ
き

で
あ
る
と
す
る
と
）
、
ま
た
債
務
者
が
期
限
の
利
益
を
失
う
の
で

（
二
二
七
条
）
、
貸
主
が
貸
し
て
た
だ
ち
に
返
還
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
す
る
よ
り
も
、
は
じ
め
か
ら
効
力
を
失
わ
せ
る
ほ
う
が

妥
当
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
逆
に
、
貸
主
が
破
産
し
た
場
合
に
も
、
債
務
の
履
行
が
で
き
な

く
な
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
借
主
も
は
じ
め
に
予
定
し
た
金
額
の

取
得
が
で
き
ず
、
契
約
の
目
的
を
達
成
し
え
な
い
か
ら
、
多
く
の

場
合
に
は
一
般
規
定
に
し
た
が
っ
て
も
、
契
約
を
解
約
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
が
（
五
四
一
条
）
、
破
産
手
続
の
迅
速
の
た
め
に
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

効
力
を
失
う
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。

　
ω
ほ
か
に
、
組
合
で
も
、
組
合
員
の
死
亡
、
破
産
、
禁
治
産
、

除
名
は
、
組
合
員
の
非
任
意
の
脱
退
事
由
と
さ
れ
て
い
る
（
六
七

九
条
）
。
こ
れ
は
、
個
人
の
信
用
を
基
礎
と
す
る
組
合
契
約
の
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

質
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

一
一
一
継
続
的
契
約
関
係
と
当
事
者
の
能
力

　
ω
主
観
的
事
由
　
㈲
　
二
の
概
観
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
継

続
的
契
約
に
お
い
て
、
債
権
者
の
破
産
が
、
比
較
的
ひ
ろ
く
契
約

の
解
約
ま
た
は
終
了
原
因
と
し
て
契
約
の
存
続
に
影
響
を
与
え
る
、

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
債
権
者
の
破
産
に
も
か
か
わ
ら
ず

契
約
を
存
続
さ
せ
て
お
く
と
、
金
銭
債
務
の
履
行
を
求
め
る
債
務

者
に
不
利
な
結
果
が
生
じ
る
・
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
債

務
者
の
破
産
の
場
合
は
、
当
然
に
は
契
約
の
解
約
ま
た
は
終
了
原

因
と
は
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
委
任
で
は
、
受
任
者
（
債
務

者
）
の
破
産
に
よ
っ
て
も
契
約
は
終
了
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、

債
権
の
履
行
の
確
保
を
理
由
と
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ば
ら
委

任
契
約
の
性
格
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

　
㈹
そ
の
余
の
主
観
的
事
由
が
契
約
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

る
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
ま
ず
、
債
権
者
に
生
じ
た
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死
亡
ま
た
は
禁
治
産
と
い
っ
た
事
由
が
、
契
約
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
賃
借
人
、
注
文
者
、
使
用
者
が
死
亡

し
て
も
、
こ
れ
ら
の
者
の
債
務
は
金
銭
支
払
を
目
的
と
す
る
も
の

に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
相
続
に
よ
る
包
括
承
継
が
可
能
で
あ
る
。
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

則
と
し
て
契
約
を
終
了
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
賃
借
人
、

注
文
者
、
使
用
者
、
委
任
者
が
禁
治
産
宣
告
を
う
け
て
も
、
能
力

者
で
あ
る
間
に
締
結
さ
れ
た
契
約
は
、
履
行
さ
れ
る
ぺ
き
だ
か
ら

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
債
務
者
に
生
じ
た
死
亡
は
、
一
定
の
範
囲
で
契
約
に

影
響
を
与
え
る
よ
ち
が
あ
る
。
物
を
給
付
す
る
賃
貸
人
に
つ
い
て

は
、
そ
の
よ
ち
は
な
い
と
し
て
も
、
行
為
の
給
付
者
で
あ
る
請
負

人
が
死
亡
し
た
と
き
に
は
、
一
身
専
属
的
な
給
付
の
場
合
は
終
了

す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
受
任
者
の
死
亡
に
つ
い
て
は
、
明
文

規
定
が
あ
る
（
六
五
三
条
前
段
）
。
さ
ら
に
、
労
務
給
付
債
務
に

も
一
身
専
属
性
が
あ
る
か
ら
、
被
用
者
の
死
亡
は
雇
用
関
係
を
終

了
さ
せ
る
。

　
ま
た
、
禁
治
産
も
、
契
約
に
影
響
を
与
え
る
よ
ち
が
あ
る
。
も

っ
と
も
、
物
を
給
付
す
る
賃
貸
人
、
単
純
な
労
働
を
目
的
と
す
る

被
用
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
ち
は
な
い
。
し
か
し
、
請
負
人
に

は
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
、
受
任
者
の
禁
治
産
宣
告
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

明
文
規
定
が
あ
る
（
六
五
三
条
後
段
）
。

　
②
売
買
　
㈲
以
上
の
継
続
的
契
約
に
お
け
る
と
は
異
な
り
、
と

く
に
民
法
典
で
は
と
り
あ
げ
て
い
な
い
が
、
売
買
に
お
い
て
も
、

当
事
者
の
主
観
的
事
由
が
契
約
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
う

る
。
ま
ず
、
未
履
行
双
務
契
約
に
お
い
て
は
、
破
産
法
五
九
条
の

適
用
に
よ
っ
て
、
破
産
管
財
人
は
契
約
の
解
除
ま
た
は
履
行
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
解
除
さ
れ
た
場
合
に
、
相
手

方
は
、
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
破
産
六
〇
条
一

項
。
同
趣
旨
会
更
一
〇
三
条
）
。

　
ま
た
、
継
続
的
給
付
を
目
的
と
す
る
双
務
契
約
に
お
け
る
債
権

者
・
買
主
に
対
す
る
会
社
更
生
手
続
の
開
始
に
つ
い
て
は
、
会
社

更
生
法
一
〇
四
条
の
二
が
特
別
の
規
定
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、

会
社
に
対
し
て
継
続
的
給
付
の
業
務
を
お
う
双
務
契
約
の
相
手
方

は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
前
の
給
付
に
か
か
る
更
生
債
権
ま
た

は
更
生
担
保
権
に
つ
い
て
弁
済
が
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
は
、

更
生
手
続
開
始
後
は
、
そ
の
義
務
の
履
行
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な

い
（
同
条
一
項
）
。
も
う
と
も
、
こ
の
規
定
は
、
会
社
が
す
で
に

債
務
不
履
行
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
（
同
時
履
行
の
抗
弁
権

を
排
し
）
手
続
開
始
後
の
相
手
方
の
履
行
義
務
を
認
め
た
も
の
で

あ
り
、
契
約
が
不
履
行
に
よ
う
て
も
影
響
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
と

30



（31）契約の終了事由と当事者の履行能力

に
意
義
が
あ
る
。
不
履
行
に
も
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
手
続

の
開
始
だ
け
で
は
当
然
に
は
契
約
義
務
に
影
響
し
な
い
。
さ
ら
に
、

更
生
手
続
開
始
の
申
立
後
の
給
付
に
か
か
る
債
務
は
共
益
債
権
と

な
る
（
一
〇
四
条
の
二
第
二
項
）
。
給
付
を
拒
み
え
な
い
相
手
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の
利
益
を
保
護
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
ω
逆
に
、
債
務
者
・
売
主
（
供
給
者
）
に
会
社
更
生
手
続
が
開

始
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
契
約
に
影
響
を
与
え
る
と
す

る
必
要
は
な
い
。
供
給
者
が
独
占
的
な
企
業
の
場
合
に
は
ま
れ
な

例
で
あ
ろ
う
し
、
供
給
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
買
主
は
対
価
を
支
払
う

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
ウ
と
も
、
買
主
が
代
理
店
契
約
に
よ
っ

て
、
売
主
と
の
関
係
で
、
他
の
仕
入
れ
先
か
ら
の
供
給
を
禁
止
さ

れ
る
場
合
に
は
、
問
題
が
あ
る
。
売
主
の
供
給
が
停
止
す
る
場
合

に
は
、
少
な
く
と
も
他
の
仕
入
れ
先
か
ら
の
供
給
を
禁
止
す
る
条

項
の
効
力
は
終
了
す
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
売
主
に

よ
る
円
滑
な
供
給
を
前
提
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
以
外
の
取
引
障
害
事
由
が
、
契
約
に
ど
の
よ
う
な
効
力
を

及
ぼ
す
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
い
わ
ゆ
る
「
不
安
の
抗
弁
」
の

対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
従
来

の
諸
見
解
に
ゆ
だ
ね
る
が
、
お
も
に
ド
イ
ツ
法
の
規
定
を
モ
デ
ル

に
解
釈
論
と
し
て
肯
定
す
る
見
解
が
有
カ
と
い
え
よ
う
（
ヨ
コ
・

『
①
μ
①
｛
①
『
C
■
9
0
ブ
①
H
ブ
①
岸
σ
①
－
α
O
H
く
①
『
昌
0
：
O
q
①
自
ω
く
⑭
冨
O
巨
①
O
甲

　
　
（
貌
）

8
昌
目
o
q
）
。
す
な
わ
ち
、
①
双
務
契
約
に
お
い
て
、
先
履
行
の
義

務
を
負
担
し
た
者
は
、
②
契
約
の
締
結
後
、
相
手
方
の
財
産
状
態

が
い
ち
じ
る
し
く
悪
化
し
、
③
反
対
給
付
の
請
求
権
が
危
険
に
瀕

し
た
場
合
に
は
、
反
対
給
付
が
履
行
さ
れ
ま
た
は
保
証
が
供
与
さ

れ
る
ま
で
、
給
付
を
拒
絶
で
き
る
の
で
あ
る
（
三
二
一
条
）
。
わ

　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

が
法
上
も
、
こ
れ
に
も
と
づ
く
給
寸
拒
絶
権
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ん
な
る
相
手
方
の
財
産

状
態
の
悪
化
で
あ
り
、
債
務
者
の
破
産
の
よ
う
に
期
限
の
利
益
を

喪
失
さ
せ
る
（
二
二
七
条
一
項
）
に
も
い
た
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

障
害
の
事
由
と
し
て
は
か
な
り
広
範
な
内
容
を
も
つ
が
、
一
種
の

事
情
変
更
の
原
則
の
適
用
と
し
て
、
理
論
的
に
は
肯
定
さ
れ
る
べ

　
　
　
　
　
（
脳
）

き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
と
く
に
継
続
的
な
売
買
契
約
に
つ
い
て
は
、
賃
貸
借
な
ど
他

の
契
約
に
お
け
る
と
同
様
、
破
産
、
禁
治
産
、
死
亡
な
ど
の
事
由

を
検
討
し
て
み
る
と
、
ま
ず
、
買
主
・
債
権
者
に
生
じ
た
人
的
事

申
死
亡
と
禁
治
産
も
、
契
約
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

買
主
の
破
産
で
も
、
不
履
行
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
る
解
除
で

た
り
る
。
ま
た
、
不
履
行
に
い
た
ら
な
い
が
、
将
来
の
履
行
を
い

ち
じ
る
し
く
不
安
に
さ
せ
る
場
合
に
は
、
同
じ
く
「
不
安
の
抗
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弁
」
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
適
用
は
、
と
く

に
継
続
的
な
双
務
契
約
関
係
に
お
い
て
、
義
務
者
の
履
行
拒
絶
の

範
囲
以
上
に
拡
大
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
無
制
限
の
も
の
と
は

い
え
な
い
。
も
っ
と
も
、
ま
っ
た
く
の
事
情
変
更
の
原
則
の
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

で
あ
れ
ぱ
、
信
義
則
以
外
の
制
限
は
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
契

約
へ
の
影
響
は
、
原
則
的
に
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
、
売
主
・
債
務
者
に
生
じ
た
人
的
事
由
、
死
亡
と
禁
治

産
は
、
契
約
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。
売
主
の
破
産
に
は
問

題
が
あ
る
が
、
不
履
行
が
生
じ
て
し
ま
え
ぱ
、
そ
れ
に
よ
る
解
除

で
足
り
、
不
履
行
に
い
た
ら
な
い
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
契
約

へ
の
影
響
は
否
定
さ
れ
る
。

　
㈹
主
観
的
事
由
の
発
生
と
、
解
約
権
・
損
害
賠
償
　
㈲
こ
の
よ

う
に
、
民
法
典
の
規
定
に
よ
る
と
、
継
続
的
契
約
の
解
約
の
構
造

は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
の
破
産

の
場
合
に
は
、
相
手
方
で
あ
る
債
務
者
か
ら
の
解
約
が
可
能
で
あ

り
、
そ
の
場
合
に
は
、
解
約
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
の
請
求

が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
（
六
二
一
条
、
六
三
一
条
、
六
四
二

条
）
。
こ
れ
は
、
す
で
に
個
別
に
み
た
よ
う
に
、
解
約
は
債
務
者

か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
解
約
に
い
っ
た
原
因
は
、
債
権
者
の
破

産
と
い
う
債
権
者
側
の
事
由
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
法
は
同
時
に
、
債
権
者
の
破
産
の
場
合
に
さ
い
し
て

も
、
債
権
者
の
破
産
管
財
人
が
解
約
で
き
る
と
定
め
た
。
こ
の
場

合
の
解
約
権
の
存
在
や
範
囲
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
（
二
参
照
）

種
々
の
疑
問
が
生
じ
る
が
、
さ
ら
に
、
損
害
賠
償
が
制
限
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

と
す
る
こ
と
に
は
疑
間
が
あ
る
。

　
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
の
実
効
性
の
問
題
は
さ
て
お
き
、

こ
の
場
合
に
は
、
み
ず
か
ら
の
理
由
で
み
ず
か
ら
が
解
約
す
る
の

で
あ
る
。
伝
統
的
な
解
除
の
一
般
原
則
を
不
能
の
場
合
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
と
す
れ
ぱ
、
①
解
除
に
は
、
解
除
事
由
（
不
能
）
と

相
手
方
の
帰
責
事
由
が
必
要
で
あ
り
（
五
四
三
条
）
、
②
か
り
に

有
責
の
要
件
を
緩
和
し
て
解
約
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合

に
は
、
代
償
と
し
て
、
相
手
方
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
す
る
べ
き

で
あ
ろ
う
（
③
解
除
事
由
の
緩
和
に
つ
い
て
は
、
後
述
四
②
の
無

　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

理
由
の
解
除
を
参
照
）
。

　
ω
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
民
法
に
は
規
定
の
な
い
債
務
者
の
破

産
が
参
考
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
に
は
前
述
し
た
破
産
法
五

九
条
が
間
題
で
あ
る
。
同
条
に
よ
る
と
、
双
務
契
約
に
つ
き
破
産

者
お
よ
び
そ
の
相
手
方
が
、
破
産
宣
告
の
当
時
い
ま
だ
履
行
を
完

了
し
な
い
と
き
に
は
、
破
産
管
財
人
は
、
そ
の
選
択
に
従
い
、
契

約
の
解
除
を
な
し
ま
た
は
破
産
者
の
債
務
を
履
行
し
て
相
手
方
の

〃
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債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
項
）
。
ま
た
、
相

手
方
も
、
破
産
管
財
人
に
対
し
て
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
そ
の

期
間
内
に
契
約
の
解
除
を
す
る
か
、
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
か

を
確
答
す
べ
き
旨
を
催
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
破
産

管
財
人
が
そ
の
期
間
内
に
確
答
し
な
い
と
き
に
は
契
約
の
解
除
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

な
し
た
も
の
と
み
な
し
て
い
る
（
二
項
）
。

　
同
様
の
規
定
が
、
会
社
更
生
法
一
〇
三
条
に
も
存
す
る
。
す
な

わ
ち
、
未
履
行
の
双
務
契
約
に
お
い
て
、
管
財
人
は
、
契
約
を
解

除
し
、
ま
た
は
相
手
方
の
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

（
一
項
）
、
ま
た
、
相
手
方
も
、
管
財
人
に
対
し
て
契
約
を
解
除
す

る
か
債
務
の
履
行
を
請
求
す
る
か
確
答
す
べ
き
旨
を
催
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
管
財
人
が
催
告
後
三
〇
日
以
内
に
確
答

し
な
い
と
き
に
は
、
管
財
人
が
、
解
除
権
を
放
棄
し
た
も
の
と
み

な
し
て
い
る
（
二
項
）
。

　
㈲
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
問
題
と
な
る
。
民
法
典
は
、
継
続

的
契
約
に
お
い
て
、
当
事
者
の
破
産
を
も
考
慮
に
お
い
た
規
定
を
、

個
別
の
契
約
に
そ
く
し
て
お
い
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
前
述
の
よ

う
な
特
徴
が
み
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
債
権
者
の
破
産
に
さ
い
し

て
、
金
銭
債
権
の
履
行
を
求
め
る
立
場
に
あ
る
債
務
者
（
賃
貸
人
、

請
負
人
、
被
用
者
）
か
ら
の
解
約
請
求
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　
他
方
、
破
産
法
、
会
社
更
生
法
は
、
破
産
管
財
人
の
解
除
権
を

中
心
と
す
る
。
相
手
方
は
、
破
産
管
財
人
の
解
除
を
催
告
す
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
自
分
で
は
解
除
権
を
取
得
し
な
い
の
で
あ
る
。

後
者
は
、
民
法
典
に
よ
る
。
両
者
は
、
あ
い
補
う
も
の
と
い
え
る

が
、
し
か
し
、
破
産
法
、
会
社
更
生
法
に
よ
る
解
除
は
、
自
分
の

側
の
事
由
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
破
産
法
五
九
条
に
よ
る
解
除
の
場
合
に
は
、

相
手
方
は
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
（
破
産
六
〇
条
。
ま
た
、
会

更
一
〇
三
条
に
対
す
る
同
一
〇
四
条
も
同
趣
旨
）
。
み
ず
か
ら
の

事
由
を
も
っ
て
す
る
解
除
に
は
損
害
賠
償
が
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ

り
、
こ
れ
に
は
正
当
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
損
害
賠
償
の
制
限
に

関
す
る
民
法
上
の
制
限
は
、
こ
れ
を
特
別
法
と
し
て
一
般
的
に
修

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

正
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
。

　
㈲
破
産
法
五
九
条
は
、
そ
の
一
般
的
な
規
定
の
構
造
か
ら
、
債

務
者
の
破
産
の
場
合
に
も
、
適
用
の
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
二
で
個
別
の
検
討
を
し
た
。
解
約
権
の
過
大
な
適
用
は

避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
債
権
者
の
破
産
の
場
合
と
は
異
な
り
、

債
務
者
（
賃
貸
人
、
請
負
人
、
被
用
者
）
の
履
行
は
、
そ
の
破
産

に
よ
っ
て
も
当
然
に
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
え
て
解
除
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を
認
め
る
と
、
賃
借
人
、
請
負
人
、
あ
る
い
は
被
用
者
の
利
益
を

妨
げ
る
と
こ
ろ
が
大
と
な
る
（
後
述
四
②
参
照
）
。

四
　
む
す
ぴ

　
ω
帰
責
事
由
と
人
的
事
由
　
以
上
の
概
観
か
ら
、
以
下
の
鳥
敵

を
う
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
典
型
的
な
給
付
障
書
で
あ
る

不
能
で
は
、
相
手
方
の
帰
責
事
由
を
要
件
と
し
て
、
契
約
の
解
除

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
相
手
方
の
人
的

事
申
た
と
え
ぱ
、
死
亡
、
破
産
、
禁
治
産
を
理
由
と
す
る
場
合

に
は
、
原
則
と
し
て
契
約
は
影
響
を
う
け
な
い
。
も
っ
と
も
、
民

法
典
は
、
部
分
的
に
は
契
約
へ
の
影
響
と
債
権
者
か
ら
の
契
約
の

解
約
を
認
め
て
い
る
。

　
②
「
や
む
こ
と
を
え
な
い
事
由
に
よ
る
解
約
」
　
㈲
さ
ら
に
、

以
上
の
解
約
の
事
由
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
民
法
上
、

継
続
的
契
約
に
、
理
曲
を
と
わ
な
い
「
や
む
こ
と
を
え
な
い
事
由

に
よ
る
解
約
（
告
知
）
」
が
あ
る
。
ま
ず
、
雇
用
で
は
、
当
事
者

が
期
問
を
定
め
た
場
合
で
も
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
事
由
が
あ
る
場

合
に
は
、
各
当
事
者
は
直
ち
に
契
約
の
解
約
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
そ
の
事
由
が
当
事
者
の
一
方
の
過
失
に
よ
づ
て
生

じ
た
場
合
に
は
、
相
手
方
に
対
し
て
損
害
賠
償
の
責
任
が
あ
る

（
六
二
八
条
。
さ
ら
に
、
労
基
一
九
条
、
二
〇
条
、
二
一
条
参
照
）
。

　
ま
た
、
請
負
で
は
、
注
文
者
に
よ
る
無
理
由
の
解
約
が
認
め
ら

れ
て
お
り
、
請
負
人
が
仕
事
を
完
成
し
な
い
間
は
、
注
文
者
は
何

時
で
も
損
害
を
賠
償
し
て
契
約
の
解
約
が
で
き
る
（
六
四
一
条
）
。

　
さ
ら
に
、
委
任
で
は
、
相
互
の
解
約
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
お

り
、
各
当
事
者
に
お
い
て
何
時
で
も
解
約
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
（
六
五
一
条
）
。
特
別
な
信
頼
関
係
を
理
由
と
す
る
委
任
の
解

約
を
除
く
と
、
債
権
者
（
注
文
者
、
使
用
者
）
の
解
約
権
を
認
め

る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
。
不
要
に
な
っ
た
給
付
を
拒
絶
す
る
簡
易

な
手
段
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
反
面
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る

損
害
の
賠
償
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
椙
手
方
に
生
じ
た
事
由
を
問

わ
な
い
点
と
、
た
だ
ち
に
解
約
で
き
る
点
で
要
件
上
異
な
り
、
反

面
効
果
上
も
損
害
賠
償
の
点
で
異
な
る
。
雇
用
で
は
、
さ
ら
に
、

被
用
者
に
よ
る
解
約
も
、
法
文
上
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
実
際
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

の
意
義
は
そ
う
大
き
い
と
は
い
え
な
い
。

　
同
じ
く
継
続
的
な
契
約
で
あ
る
組
合
に
も
類
似
の
規
定
が
あ
る
。

組
合
員
は
、
組
合
の
存
続
期
間
を
定
め
た
場
合
で
も
、
「
已
ム
コ

ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
」
あ
る
と
き
に
は
、
脱
退
で
き
（
六
七
八
条
二

項
）
、
ま
た
「
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
」
あ
る
と
き
に
は
、
組

合
の
解
散
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
（
六
八
三
条
）
。

鈎



（35）契約の終了事由と当事者の履行能力

　
ω
こ
の
無
理
由
の
解
約
は
、
た
ん
に
解
約
者
の
都
合
に
よ
う
て

契
約
の
終
了
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
相
手
方
の
人
的
事

由
を
理
由
と
す
る
解
約
と
は
異
な
る
。
一
般
的
な
解
除
の
事
由
は
、

給
付
の
不
能
、
遅
滞
な
ど
、
相
手
方
の
不
履
行
を
基
礎
と
す
る
も

の
で
あ
り
（
五
四
一
条
、
五
四
三
条
）
、
ま
た
、
す
で
に
み
た
注

文
者
の
破
産
（
六
四
二
条
）
な
ど
も
、
少
な
く
と
も
相
手
方
に
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仙
）

じ
た
人
的
事
由
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
う
て
、

そ
の
効
果
も
異
な
る
。
自
分
の
都
合
に
よ
る
契
約
の
終
了
の
場
合

に
は
、
相
手
方
に
損
害
賠
償
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
相
手
方

の
事
由
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
損
害
賠
償
（
五
四
五

条
三
項
）
を
と
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
解
除
者
が
損
害
暗
償
義
務

を
負
担
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
解
除
権
は
、

一
般
の
解
除
権
（
帰
責
事
由
あ
る
い
は
人
的
事
由
を
理
由
と
す

る
）
と
は
別
個
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
上
の
解
除

権
は
、
系
譜
的
に
二
元
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

　
自
分
の
側
の
事
由
を
理
由
と
す
る
解
除
ぽ
、
無
理
由
の
解
除
に

属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ん
に
解
除
に
よ
る
損
害
の
賠
償
が

課
せ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
民
法
と
の
整
合
性
の
う
え
か
ら
、

少
な
く
と
も
、
「
や
む
こ
と
を
え
ざ
る
事
由
」
が
必
要
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛇
）

の
制
限
を
も
認
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
㈹
当
事
者
の
一
身
的
事
由
　
㈲
と
こ
ろ
で
、
当
事
者
の
一
身
的

事
由
は
、
行
為
給
付
の
一
部
で
は
そ
の
客
観
的
不
能
を
も
た
ら
す

こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
被
用
者
の
一
身
的
事
由
で
あ
り
（
た

と
え
ぱ
、
疾
病
）
、
あ
る
い
は
請
負
人
本
人
の
行
為
が
必
要
な
と

き
の
一
身
的
事
由
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
芸
術
的
給
付
）
。
行
為

と
債
務
者
の
一
身
的
事
由
と
が
不
可
分
な
こ
と
か
ら
生
じ
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
物
給
付
で
は
、
債
務
者
の
一
身
的
事
由
は
た

ん
に
給
付
の
主
観
的
不
能
を
も
た
ら
す
に
す
ぎ
な
い
。

　
他
方
、
債
権
者
の
一
身
的
事
由
に
お
い
て
も
、
物
給
付
の
場
合

に
は
主
観
的
不
能
を
生
じ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
使
用
者
の
一
身
的

事
由
で
は
、
不
能
が
生
じ
る
（
い
わ
ゆ
る
受
領
不
能
の
場
合
）
。

す
な
わ
ち
、
一
部
の
行
為
給
付
型
の
契
約
で
は
、
給
付
行
為
が
債

権
者
の
特
定
の
利
用
目
的
と
結
合
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
目
的
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

障
害
が
給
付
の
不
能
を
も
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、
こ
の
場
合
に
も
、
不
能
と
反
対
給
付
に
与
え
る
影
響
の
一
般

的
効
果
は
、
修
正
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
能
は
、
物
給
付
に
お

い
て
も
っ
ぱ
ら
債
務
者
の
義
務
の
免
責
の
た
め
に
生
じ
る
の
と
は

異
な
り
（
反
対
給
付
義
務
は
、
五
三
六
条
一
項
の
対
象
）
、
債
権

者
の
た
め
に
も
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
反
対
給
付
義
務
が
一
部
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（
仙
）

ま
た
は
全
部
存
続
す
る
の
で
あ
る
。

　
ω
近
時
、
ド
イ
ツ
債
務
法
改
定
の
改
正
案
は
、
従
来
の
解
除
権

を
修
正
し
た
。
そ
の
三
二
一
二
条
は
、
双
務
契
約
上
の
義
務
の
違
反

（
雪
－
o
葦
く
邑
g
曽
晶
）
に
対
す
る
解
除
権
を
広
く
認
め
た
の
で

あ
る
。
「
本
質
的
契
約
違
反
」
（
－
…
ま
昌
昌
8
－
9
竃
9
0
申
O
昌
．

↓
冨
9
）
を
要
件
と
す
る
ウ
ィ
ー
ン
国
際
動
産
売
買
統
一
法
条
約

（
一
九
八
○
年
）
を
モ
デ
ル
と
す
る
（
二
五
条
、
四
九
条
）
。
詳
細

に
は
立
ち
い
り
え
な
い
が
、
損
害
暗
償
の
請
求
と
は
異
な
り
、
解

除
は
、
障
害
を
う
け
た
契
約
の
中
立
的
な
救
済
手
段
に
す
ぎ
な
い

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
相
手
方
の
帰
責
事
由
を
要
件
と
し
な
い
こ

　
　
　
（
蝸
）

と
に
よ
る
が
、
内
容
的
に
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
無
理
由
の
解

除
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
給
付
が
期
待
し
え
な
い
こ
と
（
典

型
的
に
は
不
能
）
に
着
目
し
て
有
責
の
要
件
を
は
ず
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
づ
て
、
帰
責
事
由
を
と
も
な
う
不
能
と
そ
の
他

の
障
害
事
由
と
の
効
果
の
統
合
が
計
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
ω
終
了
と
解
除
　
㈲
み
ぎ
と
は
逆
に
、
法
律
関
係
が
一
身
的
事

由
に
よ
っ
て
は
当
然
に
は
終
了
し
な
い
と
す
る
べ
き
場
合
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
総
則
の
規
定
に
よ
る
と
、
代
理
権
消
滅
の
事
由
と

し
て
、
本
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
死
亡
（
二
一
条
一
項
一
号
）

だ
け
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
委
任
契
約
は
、
委
任
者
（
本
人
）
の

死
亡
、
破
産
が
契
約
の
終
了
原
因
と
さ
れ
る
（
六
五
三
条
．
前

述
）
。
総
則
に
は
本
人
の
禁
治
産
宣
告
に
つ
い
て
規
定
は
な
く
、

こ
れ
は
委
任
者
に
つ
い
て
規
定
が
な
い
こ
と
と
一
致
す
る
。
禁
治

産
宣
告
に
よ
う
て
、
法
定
代
理
人
が
生
じ
る
か
ら
、
と
考
え
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
法
定
代
理
人
の
発
生
に
よ
り
任

意
代
理
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
近
時
問
題
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
が
民
法
の
後

見
制
度
は
財
産
管
理
に
か
た
よ
っ
て
お
り
、
身
上
監
護
が
不
十
分

で
あ
り
、
こ
れ
は
、
と
く
に
高
齢
者
の
監
謹
に
と
っ
て
不
備
な
結

果
と
な
る
。
そ
こ
で
、
あ
ら
か
じ
め
無
能
力
状
態
に
備
え
た
解
約
、

代
理
権
の
授
与
を
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
禁
治

産
宣
告
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
契
約
や
代
理
権
が
効
力
を
失
っ

て
は
意
味
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
種
々
な
構
成
に
よ
づ
て
、
委

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
価
）

任
契
約
あ
る
い
は
代
理
権
の
存
続
が
主
張
さ
れ
る
。
、
一
れ
も
、
基

本
的
に
は
、
と
く
に
本
人
の
利
益
の
た
め
に
予
定
さ
れ
た
法
律
関

係
の
消
滅
は
、
そ
の
不
利
に
は
働
か
な
い
（
す
な
わ
ち
、
契
約
あ

る
い
は
代
理
権
の
存
続
）
と
の
理
念
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ
き
で

　
　
（
〃
）

あ
ろ
う
。
法
律
関
係
あ
る
い
は
契
約
の
終
了
と
い
ウ
て
も
、
法
技

術
的
に
は
解
除
と
同
様
に
、
一
方
当
事
者
の
救
済
の
た
め
に
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ω
〕

ら
れ
て
い
る
場
合
と
異
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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ω
債
務
の
終
了
事
由
に
は
、
不
能
の
よ
う
に
債
務
を
当
然
に
終

了
さ
せ
る
場
合
、
解
除
の
よ
う
に
、
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
債
務
を
消
滅
に
導
く
場
合
、
さ
ら
に
は
、
委
任
の
終
了
の

よ
う
に
、
当
然
に
契
約
を
終
了
さ
せ
る
場
合
の
諸
事
例
が
あ
り
う

る
。
ま
た
、
解
除
の
方
法
に
よ
る
場
合
で
も
、
相
手
方
の
帰
責
事

由
を
必
要
と
す
る
場
合
、
主
観
的
事
由
を
要
件
と
す
る
場
合
、
み

ず
か
ら
の
事
由
に
よ
る
場
合
な
ど
、
多
元
的
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、

ど
の
手
段
と
効
果
を
選
択
す
る
か
は
、
給
付
に
生
じ
た
障
害
の
重

要
性
、
当
事
者
の
帰
責
事
由
や
意
愚
表
示
を
必
要
と
す
る
か
、
な

ど
の
当
事
者
利
益
の
調
整
の
判
断
に
か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ

の
判
断
に
さ
い
し
て
は
、
単
線
的
に
利
益
の
評
価
を
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
終
了
事
由
の
系
譜
に
そ
く
し
た
多
元
的
な
考
察
を
行
っ

て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
契
約
の
類
型
に
よ
っ
て
は
、
当
事
者
の
一
身
的
事
由
の
も
た
ら

　
す
効
果
は
異
な
り
、
た
ん
な
る
主
観
的
事
由
に
と
ど
ま
る
場
合
と
、

客
観
的
不
能
を
も
た
ら
す
場
合
と
が
あ
る
。
小
野
・
商
論
五
二
巻
四

　
号
一
〇
六
頁
（
一
九
八
四
年
）
。

（
2
）
　
民
法
以
外
に
、
商
法
で
も
、
一
定
の
事
由
が
契
約
の
終
了
を
も

　
た
ら
す
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
小
野
・
商
論
五
六
巻
一
号

　
（
一
九
八
七
年
）
参
照
。

　
　
ま
た
、
民
法
典
は
、
契
約
解
消
に
つ
き
、
あ
る
い
は
「
解
約
」

　
（
六
二
一
条
、
六
一
三
条
）
と
い
い
、
注
文
者
の
破
産
に
つ
い
て
は

　
「
解
除
」
（
六
四
二
条
一
項
）
と
い
う
。
し
か
も
、
同
じ
六
四
二
条
二

　
項
で
は
、
「
前
項
ノ
場
合
二
於
テ
ハ
」
と
い
い
な
が
ら
、
「
解
約
」
と

　
い
う
文
言
を
用
い
る
。
委
任
で
は
、
「
終
了
」
（
六
五
三
条
）
と
す
る
。

　
用
語
の
統
一
性
・
関
連
性
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
検
討
の
よ

　
ち
が
あ
ろ
う
。

（
3
）
　
六
〇
九
条
、
六
一
〇
条
は
、
収
益
を
目
的
と
す
る
賃
貸
借
に
お

　
い
て
、
収
益
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
賃
料
減
額
請
求
権
、

　
契
約
解
約
権
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
不
作
の
場
合
の
い
わ
ゆ
る
減

　
免
請
求
権
を
内
容
と
す
る
。
賃
貸
借
に
お
い
て
、
賃
貸
人
は
目
的
土

　
地
の
使
用
・
収
益
の
権
能
を
賃
借
人
に
供
与
す
れ
ば
た
り
、
経
営
上

　
の
危
険
を
お
う
も
の
で
は
な
い
。
不
作
は
、
不
動
産
の
減
失
の
場
合

　
（
六
二
条
）
と
は
異
な
り
、
賃
貸
人
の
給
付
の
「
不
能
」
に
は
か

　
か
わ
ら
な
い
・
か
ら
、
不
能
の
場
合
の
対
価
の
減
額
請
求
権
と
は
別
個

　
の
性
質
の
も
の
で
あ
る
（
小
野
・
商
論
五
五
巻
一
号
一
項
（
一
九
八

　
六
年
）
参
照
）
。

（
4
）
　
幾
代
通
・
広
中
俊
雄
編
・
注
釈
民
法
ω
（
鈴
木
禄
弥
・
生
熊
長

幸
・
一
九
八
九
年
）
三
二
八
頁
以
下
参
照
（
旧
版
二
五
〇
頁
）
。
六

　
二
一
条
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
遠
記
録

　
（
商
事
法
務
研
究
会
版
四
巻
・
一
九
八
四
年
）
四
四
六
頁
、
四
五
五

頁
（
原
案
六
二
七
条
。
起
草
担
当
者
は
、
梅
謙
次
郎
で
あ
る
。
ち
な

　
み
に
、
六
一
七
条
に
相
当
す
る
原
案
六
二
二
条
で
も
、
内
容
は
現
行

規
定
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
四
二
三
頁
）
。
参
照
条
文
と
し
て
は
、

　
旧
商
法
九
九
三
条
、
フ
商
法
四
五
〇
条
、
五
五
〇
条
、
オ
ー
ス
ト
リ
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ア
破
産
法
二
三
条
、
ス
イ
ス
債
務
法
二
八
八
条
、
三
一
五
条
な
ど
が

　
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
双
務
契
約
一
般
に
つ
い
て
は
、
五
三
三
条
の
規

定
が
あ
る
の
で
、
賃
貸
借
と
雇
用
に
だ
け
規
定
を
設
け
た
と
い
う
。

　
お
も
な
議
論
が
あ
っ
た
の
は
、
二
文
の
損
害
賠
償
に
関
し
て
で
あ
っ

　
た
。
梅
謙
次
郎
・
民
法
要
義
（
一
九
＝
一
年
版
・
一
九
八
四
年
復
刻

　
版
）
六
八
O
頁
も
同
様
に
、
お
も
に
損
害
賠
償
を
論
じ
て
い
る
。

（
5
）
　
特
別
法
の
趣
旨
に
よ
っ
て
解
約
権
が
制
限
を
う
け
る
と
す
る
も

　
の
が
多
い
が
、
内
容
は
異
な
る
。
鈴
木
・
生
熊
・
前
掲
書
三
三
一
頁
、

　
星
野
英
一
・
借
地
借
家
法
（
一
九
六
九
年
）
ニ
ハ
○
頁
は
、
解
約
に

　
つ
き
、
正
当
事
由
を
要
求
す
る
ぺ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。
．
ま
た
、
よ

　
り
制
限
的
に
は
、
我
妻
栄
・
民
法
講
義
篶
四
八
○
頁
は
、
借
家
法
三

　
条
の
適
用
の
み
を
認
め
る
（
同
法
一
条
ノ
ニ
は
適
用
な
し
）
。
宅
地

　
の
賃
貸
倦
で
は
、
建
物
の
あ
る
場
合
に
は
、
六
二
一
条
の
適
用
を
排

　
除
し
、
建
物
を
処
分
し
て
借
地
法
一
〇
条
の
適
用
を
す
る
、
と
す
る
。

　
最
判
昭
四
八
年
一
〇
月
三
〇
日
民
集
二
七
巻
九
号
二
一
八
九
頁
は
、

賃
貸
人
の
解
約
申
入
に
つ
き
借
地
法
四
条
一
項
但
書
、
六
条
二
項
の

　
正
当
事
由
の
存
在
を
要
求
す
る
。

　
　
し
か
し
、
伊
藤
眞
・
破
産
法
（
新
版
・
一
九
九
一
年
）
一
九
四
頁

　
は
、
旧
商
法
九
九
三
条
を
前
身
と
す
る
六
二
一
条
は
、
破
産
法
五
九

　
条
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
の
で
（
一
方
当
事
者
の
破
産
に
よ
っ
て
相

手
方
に
解
除
権
を
与
え
る
こ
と
は
、
相
手
方
に
不
当
な
利
益
を
も
た

　
ら
し
、
破
産
管
財
人
の
解
除
の
さ
い
に
、
相
手
方
に
損
害
賠
償
請
求

　
を
認
め
な
い
こ
と
は
、
相
手
方
に
不
当
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
）
、

　
解
釈
論
と
し
て
も
、
賃
借
人
の
破
産
は
、
五
九
条
の
み
に
よ
っ
て
考

　
え
、
す
な
わ
ち
、
賃
貸
人
の
解
除
権
は
排
除
さ
れ
る
、
と
す
る
。

（
6
）
梅
・
要
義
六
八
O
頁
は
、
も
づ
ば
ら
賃
借
権
の
財
産
的
意
義
だ

　
け
を
問
題
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
借
地
権
の
譲
渡
の
可
能
性
の
あ

　
る
現
在
で
は
、
破
産
管
財
人
の
す
る
解
約
は
、
善
管
注
意
義
務
（
破

産
ニ
ハ
四
条
）
に
違
反
す
る
、
と
も
い
わ
れ
る
（
山
木
戸
克
己
・
破

産
法
（
一
九
七
四
年
）
二
…
頁
）
。

　
　
こ
の
場
合
に
、
文
言
上
、
賃
貸
人
は
損
害
賠
償
の
請
求
が
で
き
な

　
い
か
ら
、
賃
借
人
の
管
財
人
に
よ
っ
て
不
意
に
解
約
さ
れ
損
害
を
こ

　
う
む
る
の
で
、
損
害
賠
償
の
よ
ち
を
残
す
べ
き
だ
と
の
意
見
が
、
法

典
調
査
会
に
は
あ
ウ
た
（
重
岡
薫
五
郎
・
荊
葛
民
法
議
事
速
記
録
四

　
四
七
頁
）
。
梅
謙
次
郎
は
、
賃
貸
人
が
解
約
し
た
場
合
に
、
同
人
に

損
害
賠
償
請
求
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
破
産

管
財
人
か
ら
の
解
約
の
場
合
に
も
損
害
賠
償
請
求
で
き
る
と
、
解
約

　
が
制
約
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
（
四
四
八
頁
）
。
さ

　
ら
に
、
梅
・
要
義
六
八
一
頁
は
、
損
害
の
発
生
を
さ
け
る
た
め
に
六

　
一
七
条
の
期
間
を
要
件
と
し
た
こ
と
も
あ
げ
て
い
る
。

（
7
）
　
加
藤
正
治
・
破
産
法
要
論
（
一
九
三
四
年
）
二
二
五
頁
。

（
8
）
兼
子
一
・
破
産
法
（
一
九
五
三
年
）
三
六
頁
、
中
田
淳
一
・
破

産
法
・
和
議
法
（
一
九
五
九
年
）
一
〇
四
頁
、
山
木
戸
克
己
・
前
掲

書
二
西
頁
な
ど
多
数
。
本
文
の
理
由
の
ほ
か
、
民
法
が
賃
借
人
の
．

破
産
に
つ
い
て
規
定
し
な
が
ら
、
賃
貸
人
破
産
に
つ
き
定
め
て
い
な

　
い
こ
と
が
、
一
つ
の
特
別
規
定
を
な
し
、
破
産
法
五
九
条
の
適
用
は

排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
理
由
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
鈴
木
・
生
熊
・

前
掲
書
三
三
三
頁
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、
特
別
法
の
保
護
を
う
け
る

　
不
動
産
賃
借
権
は
、
相
当
な
価
値
を
も
っ
た
独
立
の
財
産
権
に
な
っ

　
て
お
り
、
破
産
財
団
に
属
す
る
不
動
産
上
に
か
か
る
賃
借
権
が
存
す
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（39）契約の終了事由と当事者の履行能カ

　
る
と
き
に
は
、
賃
借
権
価
値
部
分
は
、
賃
貸
人
の
破
産
宣
告
以
前
に
、

　
す
で
に
破
産
債
務
者
の
財
産
か
ら
逸
失
し
て
い
る
と
い
う
。

　
　
し
か
し
、
近
時
の
有
力
説
は
、
さ
ら
に
こ
れ
に
批
判
を
加
え
て
、

　
五
九
条
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
対
抗
力
を
備
え
た
不
動
産
賃

　
貸
借
の
場
合
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
適
用
を
認
め
、

破
産
管
財
人
に
解
除
権
を
与
え
る
ぺ
し
と
す
る
（
兼
子
一
監
修
・
条

解
会
社
更
生
法
（
中
・
一
九
八
七
年
補
訂
版
）
三
＝
一
頁
、
伊
藤
・

前
掲
書
一
九
六
頁
な
ど
）
。

（
9
）
　
幾
代
通
．
広
中
俊
雄
編
・
注
釈
民
法
O
⑤
（
三
宅
正
男
・
一
九
八

九
年
）
一
一
四
頁
参
照
。
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
（
四

巻
）
五
一
五
頁
（
原
案
六
三
八
条
。
起
草
担
当
者
は
、
穂
積
陳
重
で

　
あ
る
）
。
参
照
条
文
と
し
て
は
、
賃
貸
借
の
六
二
一
条
に
相
当
す
る

原
案
六
二
七
条
、
旧
商
法
九
九
三
条
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
起
草
理

由
と
し
て
、
労
務
者
は
、
賃
金
が
「
生
活
ノ
唯
一
ノ
資
料
」
だ
か
ら

　
で
あ
る
、
と
い
う
（
五
一
六
頁
）
。
磯
辺
四
郎
は
、
破
産
管
財
人
か

ら
の
解
約
に
は
問
題
が
な
い
が
、
労
務
者
か
ら
の
解
約
は
、
財
産
の

調
査
に
支
障
を
生
じ
る
か
ら
問
題
が
あ
る
と
い
う
（
五
一
五
頁
）
。

土
方
寧
は
、
破
産
の
さ
い
の
一
般
規
定
を
設
け
る
提
案
を
し
て
い
る

が
、
穂
積
は
、
一
般
規
定
は
、
民
法
に
は
お
か
ず
、
契
約
の
効
果
と

し
て
個
別
の
規
定
だ
け
を
お
く
と
す
る
（
五
一
七
頁
）
。
梅
・
要
義

七
〇
〇
頁
は
、
本
条
は
六
二
一
条
と
同
じ
精
神
に
も
と
づ
く
と
す
る
。

我
妻
栄
・
篶
（
一
九
六
二
年
）
五
九
〇
頁
、
五
九
三
頁
は
、
六
二
八

条
の
特
則
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
民
法
六
二
一
条
、
六
四
二
条
の
合
理
性
を
否
定
す
る
見
解
も
、
労

働
契
約
に
関
し
て
は
、
六
三
一
条
の
合
理
性
を
肯
定
す
る
（
伊
藤
・

　
前
掲
書
二
ニ
ハ
頁
）
。
労
働
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
破
産
財
団
を
相

　
手
と
し
て
契
約
に
拘
束
さ
れ
る
の
は
、
好
ま
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
三
宅
．
前
掲
書
旧
版
（
一
九
六
七
年
）
九
四
頁
は
、
立
法
論
と

　
し
て
疑
問
と
す
る
（
早
く
に
、
加
藤
・
前
掲
書
二
二
七
頁
が
立
法
論

　
と
し
て
疑
問
と
し
た
）
。
ま
た
、
労
基
一
九
条
－
二
一
条
の
期
限
に

　
服
す
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
（
三
宅
・
同
七
二
頁
以
下
、
中
田
・
前
掲
書

　
一
〇
五
頁
参
照
）
。

　
　
ま
た
、
民
法
六
二
七
条
に
つ
き
、
破
産
法
学
説
で
は
、
む
し
ろ
破

　
産
管
財
人
の
す
る
解
約
に
意
義
を
認
め
る
（
中
田
・
同
一
〇
五
頁
）
。

（
1
1
）
　
適
用
が
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
中
田
・
前
掲
書
一
〇
五
頁
。

　
ま
た
、
退
職
金
債
権
を
具
体
化
す
る
た
め
に
破
産
管
財
人
の
解
除
権

　
を
肯
定
す
る
の
は
、
労
働
契
約
の
性
質
上
好
ま
し
く
な
い
と
さ
れ
る

　
（
伊
藤
・
前
掲
書
二
一
五
頁
）
。

（
1
2
）
　
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
（
四
巻
）
五
八
一
頁
（
原
案

六
四
八
条
。
起
草
担
当
者
は
、
穂
積
陳
重
で
あ
る
）
。
参
照
条
文
と

　
し
て
は
、
旧
商
法
九
九
三
条
、
バ
イ
エ
ル
ン
民
法
典
草
案
二
編
五
三

　
二
条
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
起
草
理
由
と
し
て
、
賃
貸
借
の
六
二
一

条
、
雇
用
の
六
三
一
．
条
と
の
同
一
性
、
請
負
の
性
質
が
述
ぺ
ら
れ
て

　
い
る
。
前
二
条
の
場
合
と
翼
な
り
、
議
論
は
、
ま
ウ
た
く
な
か
っ
た
。

梅
．
要
義
七
二
三
頁
は
、
請
負
報
酬
の
後
払
い
の
原
則
（
六
三
三

条
）
か
ら
、
本
条
が
な
い
と
、
請
負
人
は
仕
事
の
完
成
が
な
い
と
一

切
の
報
酬
の
講
求
が
で
き
な
く
な
る
と
し
、
既
履
行
の
仕
事
に
対
す

る
報
酬
と
費
用
の
確
保
に
つ
き
、
意
義
を
認
め
て
い
る
。
我
妻
・
篶

六
五
二
頁
、
幾
代
・
広
中
編
・
前
掲
書
0
6
（
打
田
峻
一
・
生
熊
長

幸
二
九
八
九
年
）
一
八
八
頁
参
照
。
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中
田
・
前
掲
書
一
〇
五
頁
は
、
民
法
六
四
二
条
が
あ
る
の
で
、

　
（
特
別
法
と
し
て
）
破
産
法
五
九
条
の
適
用
を
排
除
す
る
、
と
す
る

　
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
伊
藤
・
前
掲
書
二
〇
三
貢
は
、
六
四
二

条
の
適
用
を
否
定
し
、
も
っ
ぱ
ら
破
産
五
九
条
以
下
の
適
用
を
主
張

　
す
る
。
請
負
人
に
は
解
約
権
が
発
生
せ
ず
、
注
文
者
の
破
産
管
財
人

　
の
み
に
解
約
権
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

（
1
3
）
　
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
前
掲
五
八
一
頁
参
照
。
本
条

　
が
な
い
と
、
請
負
人
か
ら
報
酬
の
講
求
が
で
き
な
い
こ
と
が
「
当

　
然
」
に
な
る
と
す
る
。

（
1
4
）
　
打
田
・
生
熊
・
前
掲
書
一
九
三
頁
。
学
説
は
、
ほ
か
に
全
債
権

　
者
閻
の
公
平
（
我
妻
・
民
法
講
義
坐
ハ
五
一
頁
、
打
田
・
前
掲
書
一

　
五
五
頁
）
、
計
算
上
の
複
雑
の
回
避
（
末
川
博
・
契
約
法
（
下
．
一

　
九
七
五
年
）
一
九
一
頁
）
を
あ
げ
る
。
加
藤
一
前
掲
書
＝
二
八
頁
は
、

　
立
法
論
と
し
て
不
当
と
す
る
。

（
1
5
）
　
打
田
・
前
葛
書
日
版
一
五
六
頁
。
こ
れ
に
よ
る
報
酬
は
、
新
得

　
財
産
と
な
る
（
加
藤
・
前
掲
書
二
二
八
頁
、
兼
子
・
前
掲
書
三
七
頁
、

　
中
田
・
前
掲
書
一
〇
六
頁
、
松
田
二
郎
・
会
社
更
生
法
（
一
九
七
六

　
年
）
九
二
頁
な
ど
）
。

（
1
6
）
　
請
負
人
の
労
務
の
提
供
を
内
容
と
し
な
い
も
の
に
は
五
九
条
の

　
適
用
を
肯
定
し
（
谷
□
・
倒
産
処
理
法
（
一
九
八
○
年
）
一
七
九

　
頁
）
、
あ
る
い
は
五
九
条
の
適
用
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
（
伊
藤
．

　
前
掲
書
二
〇
五
頁
、
条
解
会
社
更
生
法
・
前
掲
一
三
六
頁
）
。
後
者

　
に
近
い
最
判
昭
六
二
年
一
一
月
二
六
日
民
集
四
一
巻
八
号
一
五
八
五

　
頁
、
打
田
・
生
熊
・
前
掲
書
一
九
五
頁
参
照
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の

　
相
違
は
、
破
産
管
財
人
（
管
財
人
と
い
o
て
も
契
約
の
一
当
事
者
の

側
に
た
つ
と
し
て
）
に
よ
る
解
除
を
契
約
の
拘
東
力
を
と
く
に
免
れ

　
さ
せ
る
性
質
の
も
の
と
み
る
か
、
手
続
の
遂
行
の
た
め
に
当
然
の
も

　
の
と
み
る
か
、
に
帰
着
す
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
相
手
方
の
保
護

　
は
、
相
手
方
の
利
益
は
も
っ
ぱ
ら
六
〇
条
一
項
の
損
害
賠
償
に
よ
り
、

　
ま
た
そ
れ
で
足
り
る
こ
と
に
た
る
。

（
1
7
）
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
（
四
巻
）
六
八
○
頁
（
原
案

　
六
六
一
頁
。
起
草
担
当
者
は
、
富
井
政
章
で
あ
る
）
。
参
照
条
文
と

　
し
て
は
、
旧
民
法
・
財
産
取
得
編
二
五
一
条
、
フ
民
二
〇
〇
三
条
、

　
ス
イ
ス
債
務
法
四
〇
三
条
一
項
、
ド
イ
ツ
民
法
典
第
一
草
案
六
〇
二

　
条
ほ
か
多
数
の
立
法
が
あ
げ
ら
れ
（
詳
細
は
の
ち
の
検
討
に
ゆ
だ
ね

　
る
）
、
起
草
理
由
と
し
て
も
、
多
数
の
例
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い

　
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
「
別
段
説
明
モ
致
シ
マ
セ
ヌ
」
と
し
て
、

　
議
論
も
さ
れ
て
い
な
い
。
民
法
修
正
案
理
由
書
（
六
五
九
条
）
は
、

　
多
数
の
立
法
例
の
ほ
か
に
、
委
任
が
「
人
ノ
関
係
ヲ
基
礎
ト
ス
ル
」

　
こ
と
、
民
法
総
則
の
一
二
一
条
（
現
一
一
一
条
）
と
の
整
合
性
に
ふ

　
れ
て
い
る
。
梅
・
要
義
七
五
四
頁
も
、
委
任
の
一
身
専
属
性
、
信
用

　
に
基
礎
を
お
く
こ
と
を
理
由
と
す
る
。
幾
代
・
広
中
繍
．
前
掲
書
㈹

　
（
明
石
三
郎
・
一
九
六
七
年
）
二
九
三
頁
以
下
参
照
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
受
任
者
が
破
産
宣
告
を
う
け
た
と
き
に
は
、
委
任

　
関
係
は
当
然
に
終
了
す
る
か
ら
、
破
産
管
財
人
は
、
委
託
物
件
を
処

　
分
す
る
権
原
を
存
し
な
い
（
大
判
明
三
八
年
一
一
月
三
〇
日
民
録
一

　
一
輯
一
七
三
〇
頁
）
。

（
1
8
）
　
明
石
・
前
掲
書
二
九
三
頁
。
ド
イ
ツ
民
法
六
七
三
条
で
は
、
受

　
任
者
の
死
亡
だ
け
が
終
了
原
因
と
さ
れ
て
い
る
（
↓
a
宗
ω
雰
彗
、
．

　
け
冨
箪
雪
）
。
梅
・
要
義
七
五
四
頁
は
、
と
く
に
区
別
し
て
い
な
い
。
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我
妻
・
肌
六
九
五
頁
は
、
現
代
の
委
任
は
、
個
人
的
な
信
頼
関
係

　
と
い
う
よ
り
、
委
任
者
ま
た
は
受
任
者
の
事
業
を
中
心
と
し
た
信
頼

　
関
係
を
墓
礎
と
す
る
、
と
い
う
。

（
1
9
）
　
我
妻
・
篶
六
九
五
頁
、
明
石
・
前
掲
書
二
九
三
頁
。

（
2
0
）
　
梅
・
要
義
七
五
五
頁
は
、
契
約
が
終
了
し
な
い
と
、
法
定
代
理

　
人
が
事
務
の
処
理
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
委
任
者
が
法
定
代
理
人

　
を
信
任
し
て
委
任
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
本
条
は
、
委
任
の
終
－

　
了
事
由
と
し
た
と
い
う
。
し
た
が
ウ
て
、
こ
の
場
合
に
も
、
特
約
で

　
委
任
が
終
了
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
（
明
石
・
前
掲
書
二
九
六

　
頁
）
、
そ
の
場
合
に
は
、
受
任
者
の
法
定
代
理
人
が
代
わ
う
て
権
利

　
を
行
使
し
、
義
務
を
履
行
す
る
。

（
2
1
）
　
明
石
・
前
掲
書
二
九
六
頁
。
ち
な
み
に
、
代
理
に
つ
い
て
は
、

　
代
理
人
は
能
力
者
た
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
財
産
管
理
の
で
き
な
い

　
者
に
あ
え
て
委
任
事
務
の
処
理
を
さ
せ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
法
が

　
禁
じ
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
委
任
終
了
の
対
抗

　
（
六
五
五
条
）
と
の
関
係
で
、
破
産
法
六
五
条
の
規
定
が
あ
る
。

（
2
2
）
　
こ
れ
に
反
し
て
、
旧
民
法
は
、
委
任
者
の
禁
治
産
宣
告
の
と
き

　
に
も
委
任
は
終
了
す
る
、
と
し
た
（
旧
民
法
・
財
産
取
得
編
二
五
一

　
条
第
三
号
に
よ
れ
ぱ
、
委
任
者
ま
た
は
代
理
人
（
受
任
者
）
の
死
亡
、

　
破
産
、
無
資
力
も
し
く
は
禁
治
産
が
終
了
事
由
で
あ
る
）
。

（
2
3
）
　
こ
れ
は
、
一
一
一
条
の
規
定
に
あ
わ
せ
た
結
果
で
あ
る
（
民
法

修
正
案
理
由
書
・
六
五
九
条
理
由
七
頁
）
。
委
任
者
が
禁
治
産
宣
告

　
を
う
け
る
と
、
後
見
人
が
委
任
者
を
代
理
す
る
の
で
、
委
任
が
終
了

　
す
る
と
す
る
の
は
不
便
だ
か
ら
だ
と
も
い
う
（
明
石
・
前
掲
書
二
九

六
頁
）
。

（
2
4
）
　
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
（
一
巻
、
一
＝
二
条
）
一
一

　
六
頁
。
起
草
担
当
者
は
、
代
理
も
委
任
に
関
し
て
も
、
富
井
政
章
で

　
あ
る
。
起
草
理
由
は
，
こ
く
お
お
ま
か
な
も
の
で
、
「
本
条
ノ
規
定
ハ

　
大
抵
何
処
ノ
国
ノ
法
律
モ
此
通
リ
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
カ
ラ
細
カ
ニ

　
説
明
ス
ル
必
要
ハ
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
」
。

（
2
5
）
梅
・
要
義
七
五
六
頁
。
我
妻
栄
・
民
法
講
義
1
（
一
九
六
五

　
年
）
三
六
一
頁
、
四
富
和
夫
・
民
法
総
則
（
一
九
八
六
年
）
二
四
二

　
頁
も
、
本
人
の
破
産
は
、
任
意
代
理
の
消
滅
原
因
と
す
る
だ
け
で
あ

　
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
川
島
武
宜
・
民
法
総
則
（
一
九
六
五
年
）
三

　
五
九
頁
は
、
本
人
の
破
産
に
よ
っ
て
法
定
代
理
権
も
消
減
す
る
と
す

　
る
。
破
産
宣
告
に
よ
ウ
て
、
そ
れ
ま
で
本
人
の
代
理
人
で
あ
っ
た
者

　
は
本
人
の
財
産
に
対
す
る
管
理
権
を
失
い
、
代
理
権
も
消
減
す
る
か

　
ら
で
あ
る
（
ま
た
、
法
定
代
理
人
が
破
産
者
に
準
じ
る
（
破
産
一
五

　
二
条
）
こ
と
も
参
照
さ
れ
て
い
る
）
。
於
保
不
二
雄
編
・
注
釈
民
法

　
ω
（
椿
寿
夫
・
一
九
六
七
年
）
一
七
五
頁
は
、
両
説
併
記
に
と
ど
ま

　
る
。

（
2
6
）
梅
・
要
義
七
五
六
頁
参
照
。
代
理
権
が
消
滅
し
て
も
委
任
が
終

　
了
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
、
六
五
三
条
の
立
法
趣
旨
で
あ
る
。

（
2
7
）
　
梅
・
要
義
五
九
二
貢
－
五
九
四
頁
参
照
。
ま
た
、
破
産
者
が
債

　
権
の
回
収
に
熱
心
で
な
い
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
8
）
　
梅
・
要
義
八
二
一
頁
以
下
参
照
。

（
2
9
）
　
し
か
し
、
た
と
え
ぱ
、
使
用
者
の
一
身
に
専
属
す
る
内
容
の
場

　
合
（
使
用
者
を
看
護
・
教
育
す
る
た
め
の
雇
用
な
ど
）
で
は
、
終
了

　
す
る
（
我
妻
・
篶
五
九
三
貢
）
。

（
3
0
）
　
そ
の
他
の
主
観
的
事
由
と
不
能
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
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商
論
五
二
巻
四
号
二
二
九
貢
参
照
。
主
観
的
事
由
は
、
給
付
障
害
の

事
由
と
し
て
は
考
慮
さ
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
請
負
、
雇
用

　
な
ど
行
為
給
付
型
の
契
約
で
は
、
当
事
者
の
一
身
的
事
由
と
し
て
債

務
に
影
響
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
。

（
3
1
）
　
松
田
・
前
掲
書
九
三
貢
以
下
。
同
条
に
つ
い
て
は
、
条
解
会
社

更
生
法
・
前
掲
三
二
六
頁
以
下
、
三
三
六
頁
参
照
。

（
3
2
）
　
我
妻
栄
・
民
法
講
義
W
（
一
九
五
四
年
）
八
四
頁
。
神
崎
克
郎

　
「
信
用
売
買
に
お
け
る
不
安
の
抗
弁
権
」
神
戸
ニ
ハ
巻
一
■
二
号
四

　
三
九
頁
、
清
水
元
「
不
安
の
抗
弁
権
」
現
代
契
約
法
大
系
ω
（
一
九

　
八
四
年
）
七
九
頁
以
下
。

（
3
3
）
　
そ
れ
以
外
に
、
担
保
供
与
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て

　
は
、
清
水
・
前
掲
論
文
九
七
頁
は
、
担
保
供
与
請
求
権
を
解
釈
論
と

　
し
て
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
担
保
が
供
与
さ
れ
れ

　
ば
、
履
行
巨
絶
権
は
消
滅
す
る
と
す
る
。
神
崎
・
前
掲
論
文
四
六
七

　
頁
も
制
限
的
に
の
み
認
め
る
。

（
3
4
）
　
我
妻
栄
・
民
法
講
義
W
八
四
頁
。
神
崎
・
前
掲
論
文
四
六
二
頁

　
は
、
信
用
売
買
の
黙
示
的
合
意
と
し
て
肯
定
す
る
。

（
3
5
）
　
履
行
巨
絶
以
外
に
、
さ
ら
に
解
除
権
が
認
め
ら
れ
う
る
か
に
つ

　
き
、
学
説
は
否
定
的
で
あ
る
（
我
妻
・
民
法
講
義
“
八
四
頁
。
神

　
崎
・
前
掲
論
文
四
六
八
頁
）
。
し
か
し
、
給
付
の
遅
滞
が
長
期
に
い

　
た
る
場
合
に
は
、
不
能
に
準
じ
て
肯
定
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
小

　
野
・
一
論
一
〇
四
巻
一
号
、
一
〇
五
巻
一
号
参
照
）
。
担
保
供
与
請

　
求
権
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
3
3
）
参
照
。

（
3
6
）
　
ま
た
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
破
産
債
権
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

　
れ
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
財
団
債
権
と
す
る
と
、
破
産
管
財
人
が
そ
の

負
担
を
お
そ
れ
、
解
除
権
を
行
使
し
に
く
く
な
る
か
ら
で
あ
る
（
伊

藤
・
前
掲
書
一
八
七
頁
）
。

（
3
7
）
　
六
二
一
条
に
つ
い
て
、
箕
作
麟
祥
の
質
問
に
対
す
る
梅
謙
次
郎

　
の
起
草
説
明
に
よ
る
と
、
破
産
は
過
失
で
あ
る
が
、
損
害
賠
償
請
求

権
を
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
「
外
ノ
事
二
付
テ
ハ
」
損
害
賠
償
を
求

　
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
（
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
前

　
掲
四
四
七
頁
参
照
）
。
ま
た
、
梅
謙
次
郎
が
、
賃
貸
人
が
解
約
し
た

　
場
合
に
、
賃
貸
人
に
損
害
賠
償
請
求
で
き
な
い
こ
と
に
重
点
を
お
い

　
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
注
（
6
）
参
照
。

　
　
も
っ
と
も
、
近
時
の
考
え
方
の
も
と
で
は
、
解
除
は
、
相
手
方
の

　
帰
責
事
由
に
対
す
る
制
裁
で
は
な
く
、
不
履
行
に
対
す
る
価
値
中
立

　
的
な
契
約
の
解
消
手
段
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
相
手
方
に
責
に
帰
す
ぺ

　
き
事
由
が
な
く
て
も
生
じ
う
る
（
ド
イ
ツ
債
務
法
改
定
草
案
三
≡
二

　
条
参
照
）
。
四
㈹
㈹
参
照
。

（
3
8
）
　
旧
商
法
九
九
三
条
が
同
様
の
規
定
を
有
し
た
。
「
①
破
産
宣
告

　
ノ
時
二
破
産
者
及
ヒ
其
相
手
方
ノ
未
タ
履
行
セ
ス
又
ハ
履
行
ヲ
終
ラ

　
サ
ル
双
務
契
約
ハ
執
レ
ノ
方
ヨ
リ
モ
無
賠
償
ニ
テ
其
解
約
ヲ
申
入
ル

　
ル
コ
ト
ヲ
得
。
②
賃
貸
借
契
約
又
ハ
雇
用
契
約
二
存
テ
ハ
解
約
申
入

　
ノ
期
間
二
付
キ
協
議
調
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
法
律
上
又
ハ
慣
習
上
ノ
予
告

　
期
間
ヲ
遵
守
ス
可
シ
」
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
請
求
権
は
認
め
ら
れ

　
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
民
法
の
前
記
諸
規
定
が
損
害
賠
償
を
認
め
な

　
い
の
は
、
旧
商
法
九
九
三
条
を
前
提
と
し
て
制
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ

　
る
と
し
て
、
破
産
法
学
説
は
、
早
く
に
そ
の
修
正
の
必
要
性
を
指
摘

　
し
て
い
る
（
加
藤
・
前
掲
書
二
二
一
頁
。
近
時
で
は
、
伊
藤
・
前
掲

　
書
一
八
九
頁
）
。
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（43）契約の終了事由と当事者の履行能カ

（
3
9
）
　
破
産
法
学
説
に
は
、
こ
の
趣
旨
の
も
の
が
古
く
か
ら
有
カ
で
あ

　
る
（
前
注
（
5
）
、
（
7
）
、
（
1
0
）
、
（
1
4
）
に
引
用
の
も
の
参
照
）
。

（
4
0
）
　
六
二
八
条
と
、
六
三
一
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
典
調
査

　
会
で
も
議
論
が
あ
っ
た
（
民
法
議
事
速
記
録
前
掲
五
一
八
頁
以
下
）
。

　
重
岡
蕪
五
郎
、
磯
部
四
郎
は
、
削
除
を
主
張
し
た
が
、
穂
積
は
、
破

　
産
が
「
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
事
由
」
に
入
る
か
不
明
だ
か
ら
、
「
列

　
記
法
ノ
主
義
」
を
と
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
疾
病
そ
の
他
の
故
障
な

　
ど
を
も
さ
す
よ
う
で
あ
る
。

（
4
1
）
　
「
信
頼
関
係
の
破
壊
に
よ
る
解
約
」
権
の
発
生
の
場
合
に
も
、

　
そ
の
基
礎
は
こ
の
よ
う
な
相
手
方
の
帰
責
事
由
を
予
定
す
る
も
の
で

　
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
逆
に
自
分
の
側
の
事
由
の
み
で
は
、
立
退

　
料
の
支
払
な
ど
損
害
補
償
的
考
慮
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
4
2
）
　
破
産
管
財
人
が
す
る
解
除
で
は
、
こ
の
要
件
が
存
在
し
な
い
が
、

　
そ
れ
は
当
然
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
手
続
の
た
め
の
特
別
の
も

　
の
と
み
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
損
害
賠
償
義
務
が
生

　
じ
る
と
し
て
均
衡
が
計
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
手
方
か
ら
す
る

解
除
と
は
性
質
を
異
に
し
、
同
列
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。

（
4
3
）
　
小
野
．
商
論
五
二
巻
四
号
（
前
注
（
1
）
）
二
二
八
頁
以
下
、

　
一
四
〇
頁
参
照
。

（
4
4
）
　
こ
れ
が
、
行
為
給
付
型
契
約
に
お
け
る
反
対
給
付
請
求
権
の
存

続
の
問
題
（
五
三
六
条
一
項
の
修
正
）
で
あ
る
（
小
野
・
商
論
五
二

巻
二
号
．
三
号
参
照
）
。
物
給
付
の
場
合
に
は
、
給
付
が
一
般
的
な

性
質
を
有
し
て
い
れ
ぱ
、
債
権
者
の
利
用
目
的
が
達
成
さ
れ
る
か
ど

　
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
履
行
可
能
で
あ
り
、
一
身
的
事
由
が
客
観
的

不
能
を
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
受
領
し
な
け
れ
ぱ
、
債
権

　
者
の
受
領
遅
滞
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

（
4
5
）
　
＜
①
q
－
＞
冨
争
巨
O
σ
①
ユ
o
巨
宗
『
穴
o
昌
昌
雰
6
目
N
…
d
σ
雪
一

　
彗
σ
9
；
コ
胴
庄
窃
ω
｝
巨
号
o
o
巨
ω
一
冨
竃
一
ω
．
－
竃
R
（
ω
－
－
①
中

　
冨
蜆
）
．
ま
た
、
近
時
の
ド
イ
ツ
法
に
着
目
し
て
、
わ
が
法
上
も
有
責

　
要
件
を
は
ず
し
た
解
除
権
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
達
徳

　
「
民
法
五
四
一
条
に
よ
る
契
約
解
除
と
『
帰
責
事
由
』
」
商
討
四
四
巻

　
一
”
二
号
、
三
号
（
二
〇
頁
）
。
し
か
し
、
わ
が
法
上
、
解
釈
論

　
と
し
て
、
一
般
的
に
こ
れ
を
認
め
る
に
は
困
難
が
あ
ろ
う
。
も
っ
と

　
も
、
筆
者
も
、
部
分
的
に
は
（
一
定
の
給
付
障
害
を
要
件
と
し
て
）

　
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
（
不
可
抗
力
に
よ
る
給
付
不
能
の
場
合
に
つ

　
い
て
、
商
論
五
二
巻
一
号
一
五
八
頁
、
帰
責
事
由
の
な
い
遅
滞
に
つ

　
い
て
、
前
注
（
3
5
）
一
論
一
〇
五
巻
一
号
（
一
六
頁
）
、
遠
藤
ほ
か

　
編
．
民
法
特
別
法
講
座
⑥
（
一
九
八
六
年
）
九
七
頁
（
小
野
）
参
照
）
。

（
4
6
）
　
法
律
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
立
ち
い
り
え
な
い
が

　
（
新
井
誠
「
無
能
力
者
の
財
産
管
理
」
ジ
ュ
リ
九
九
五
号
七
二
頁
参

　
照
）
、
た
と
え
ぱ
、
一
一
一
条
一
項
の
解
釈
と
し
て
、
本
人
の
死
亡

　
は
、
代
理
権
消
滅
の
事
由
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
禁
治
産
は
消
滅

　
原
因
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
（
米
倉
明
「
日
本
法

　
へ
の
示
唆
」
ジ
ェ
リ
九
七
二
号
五
二
頁
）
。
委
任
の
規
定
か
ら
は
、

　
む
し
ろ
存
続
を
原
則
と
す
る
べ
き
で
あ
る
（
前
述
二
ω
ω
参
照
）
。

　
争
い
が
あ
る
（
代
理
権
が
消
滅
す
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
新
井
・

　
財
産
管
理
制
度
と
民
法
・
信
託
法
（
一
九
九
〇
年
）
一
四
八
頁
以
下

　
参
照
）
。

（
4
7
）
　
詳
細
は
、
別
稿
に
ゆ
ず
る
。
ほ
か
に
も
、
契
約
の
終
了
に
関
す

　
る
問
題
は
多
い
が
、
立
ち
い
り
え
な
い
。
と
り
あ
え
ず
小
野
・
商
論
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五
六
巻
一
号
参
照
。

（
4
8
）
原
始
的
な
意
思
表
示
の
暇
疵
に
関
し
て
は
、
取
消
と
の
対
比
か

　
ら
、
無
効
に
も
そ
の
主
張
を
制
限
す
る
こ
と
が
指
描
さ
れ
る
（
錯
誤

　
無
効
に
関
し
て
古
く
か
ら
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ぱ
、
幾
代
通
．
民
法

　
総
則
（
一
九
八
四
年
）
二
七
六
頁
な
ど
参
照
）
。
相
手
方
か
ら
の
詐

欺
に
よ
っ
て
錯
誤
を
生
じ
た
場
合
に
、
そ
の
相
手
方
か
ら
無
効
を
主

張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
裁
判
例
も
あ
る
（
大
判
昭
七
年
三
月

五
日
新
聞
三
三
八
七
号
一
四
頁
）
。
二
重
効
（
－
〕
o
暑
9
三
｝
E
目
o
q
）

の
問
題
に
か
か
わ
る
が
、
同
様
に
、
後
発
的
な
救
済
で
あ
る
解
除
と

契
約
の
終
了
の
関
係
に
も
同
じ
制
限
が
い
え
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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